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おります。何卒ご理解くださいますようお願い
申しあげます。

パソコン・スマートフォン・
タブレット端末からも
ご覧いただけます。
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株 主 各 位

第44回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、当社第44回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
　本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトに電
子提供措置事項を掲載しております。
　　当社ウェブサイト　https://www.lecinc.co.jp/
　上記ウェブサイトにアクセスいただき、上部メニューより「IR情報」「株主総会」を順に選択いただき、
ご確認ください。
　また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。
　下記ウェブサイトにアクセスし、銘柄名（レック）又は証券コード（7874）を入力・検索し「基本情
報」「縦覧書類／PR情報」を順に選択のうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。
　　東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
　　https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

　電磁的方法又は書面による議決権の行使にあたりましては、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の
「株主総会参考書類」をご検討いただき、３~４ページに記載のご案内に従って、2026年６月24日（水
曜日）午後６時までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

敬　具

(証券コード：7874)
2026年６月４日

（電子提供措置の開始日　2026年６月３日）

東京都中央区京橋二丁目１番３号

代 表 取 締 役
会 長 兼 社 長 青 　 木 　 光 　 男
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記

1. 日 時 2026年６月25日(木曜日)午前10時(受付開始時刻·午前９時)

2. 場 所 東京都千代田区内幸町一丁目１番１号

帝国ホテル東京　本館中２階「光の間」

3. 目 的 事 項

報 告 事 項 1.··第44期(自2025年４月１日　至2026年３月31日)
·事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類
監査結果報告の件

2.··第44期(自2025年４月１日　至2026年３月31日)
計算書類報告の件

決 議 事 項

第 １ 号 議 案 定款一部変更の件

第 ２ 号 議 案 監査等委員である取締役以外の取締役６名選任の件

第 ３ 号 議 案 監査等委員である取締役３名選任の件

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
なお、電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。

◎ 株主様へご送付している書面には、法令及び当社定款第13条の規定に基づき、下記の事項を記載しておりません。したがって、当該書
面は監査報告を作成するに際し、監査等委員会及び会計監査人が監査をした書類の一部であります。

　 「企業集団の現況に関する事項」「会社の新株予約権等に関する事項」「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」「株
式会社の支配に関する基本方針」「連結株主資本等変動計算書」「連結計算書類の連結注記表」「株主資本等変動計算書」「計算書類の個別
注記表」

※ 株主総会資料の電子提供制度が施行されておりますが、本株主総会につきましては、書面交付請求の有無に関わらず、株主の皆さまに対
して、従来どおり一律に株主総会資料を書面にてお送りしております。次回以降の株主総会から、株主総会資料は当社ウェブサイト等に
掲載し、株主さまには簡易な招集通知をお送りする予定です。次回以降も書面での株主総会資料の受領を希望される場合は、当社の議決
権の基準日までに書面交付請求のお手続きをお願いいたします。
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議決権行使についてのご案内
Ⅰ．議決権の行使方法について

Ⅱ．重複して行使された議決権の取扱いについて

1 32株主総会へ
出席する場合

議決権行使書用紙を
会場受付へ提出

各議案の賛否を
表示のうえ投函※

議決権行使サイト
https://evote.tr.mufg.jp/
にて各議案の賛否を入力

議決権行使書を
郵送する場合

インターネットによる
議決権行使の場合
(スマートフォンまたはパソコン)

【詳細は次ページをご参照ください】

株主総会開催日時 行使期限行使期限

2026年６月25日(木)
午前10時

2026年６月24日(水)
午後６時到着

2026年６月24日(水)
午後６時まで

※ 議決権行使書により議決権を行使される場合、議案に対して賛否の表示をされないときは、賛成の意思表示をされた
ものとして取り扱わせていただきます。

1．·電磁的方法(インターネット等)又は議決権行使書により複数回議決権を行使された場合は、それぞれ最後のも
のを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

2．·インターネット等により議決権を行使された場合は、議決権行使書をご返送いただいた場合でも、インターネット等
によるものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

議決権行使書
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インターネットによる議決権行使のご案内

インターネットにより議決権を行使される場合は、パソコンまたはスマートフォンから当社の指定する議決権
行使サイト(https://evote.tr.mufg.jp/)にアクセスいただくことにより実施可能です。ただし、毎日午前2時30
分から午前4時30分までは取扱いを休止します。

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権行使プラットフォームをご利用いただけ
ます。

■ インターネットによる議決権の行使についてのお問合せは、以下までお願い申しあげます。
三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部(ヘルプデスク)
電話：0120－173－027(通話料無料)
受付時間　9：00～21：00

議決権行使サイトをご利用いただく際のインターネット接続料金、通信事業者への通信料金等は株主様の
ご負担となりますのでご了承ください。

議決権行使サイトへアクセス
https://evote.tr.mufg.jp/

ログインする

1 2

お手元の議決権行使書用紙の右下に記載
された「ログインID」及び「仮パスワード」
を入力

2

以降は、画面の案内に従って賛否を
ご入力ください。

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

QRコードを読み取る方法 議決権行使書副票に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトに
ログインすることができます。

ログインID・仮パスワードを
入力する方法 議決権行使ウェブサイト　https://evote.tr.mufg.jp/

議決権行使書副票（右側）に記載の
QRコードを読み取ってください。

見 本

「ログイン用QR
コード」はこちら

見 本

1 「次の画面へ」をクリック

3 「ログイン」をクリック

4 以降は、画面の案内に従って賛否を
ご入力ください。
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事業報告（2025年４月１日から2026年３月31日まで）

5

１. 企業集団の現況に関する事項
❶ 事業の経過及び成果
当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善等から、緩やかな回復基調

で推移いたしました。一方で、米国の通商政策、中東情勢の悪化、中国の景気低迷や原燃料
価格の高止まり等、先行き不透明な状況が続いております。
当グループの属する日用品業界におきましては、所得環境は改善しつつあるものの、食料

品を中心とした生活必需品の物価上昇が続いていることや将来への不確実性等から消費者の
節約志向は根強く、経営環境は厳しい状況で推移いたしました。
このような環境の中、バルサン等の当社ブランドとキャラクターがコラボレーションした

製品、推しグッズ等の趣味嗜好に沿った各種キャラクター製品や節約志向の消費者ニーズに
対応し、利便性に富み、コストパフォーマンスの高い製品等の開発に引き続き注力するとと
もに、ＴＶＣＭや新製品発表会等による積極的な販売促進活動により業容の拡大を図ってま
いりました。一方で、円安状況の長期化、原材料高等による調達コストの高止まりや諸経費
の上昇を吸収すべく、経費削減及び製品の改廃や業務工程の見直し等による生産性の向上に
注力し、利益率の向上に努めてまいりました。
以上の結果、当連結会計年度の売上高は、キャラクター関連新製品の売上が伸長したこと

等から682億94百万円(前年同期比3.0％増)となりました。利益につきましては、増収効果、
製品の改廃によるセールスミックスの改善及びコスト削減等により利益率が改善したことか
ら営業利益は41億36百万円(前年同期比48.8％増)、経常利益は44億29百万円(前年同期比
44.1％増)、親会社株主に帰属する当期純利益は29億78百万円(前年同期比78.6％増)となり
ました。
なお、事業の品目別の売上高の状況は、次のとおりであります。

品 目 前連結会計年度 当連結会計年度 前年同期比
百万円 百万円 ％

家庭用日用雑貨品 26,161 28,067 ＋7.3
清掃・衛生用消耗品 26,458 26,373 △0.3
その他 13,683 13,853 ＋1.2

合 計 66,304 68,294 ＋3.0
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❷ 財産及び損益の状況の推移
区 分 第 41 期

2023年３月期
第 42 期
2024年３月期

第 43 期
2025年３月期

第44期(当期)
2026年３月期

売 上 高
(百万円) 55,461 60,783 66,304 68,294

経 常 利 益
(百万円) 1,082 1,687 3,074 4,429

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

(百万円)
942 796 1,667 2,978

１株当たり当期純利益
(円) 27.24 22.87 50.92 91.22

総 資 産
(百万円) 84,316 89,244 88,928 93,805

純 資 産
(百万円) 36,279 37,593 35,984 38,805

１ 株 当 た り 純 資 産
(円) 993.22 1,019.74 1,058.56 1,146.51

(注)１ １株当たり当期純利益の計算については、自己株式控除後の期中平均発行済株式総数に基づき算出して
おります。また、１株当たり純資産の計算については、発行済株式総数から自己株式数を控除して算出
しております。

２ 株主資本において自己株式として計上されている株式給付信託に残存する自社の株式は、１株当たり当
期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めており、また、１株当たり
純資産の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めております。

３ 第44期において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、第43期の関連する主要な経
営指標等について、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させております。
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（百万円）● 売上高 （百万円）● 経常利益 （百万円）● 親会社株主に帰属する当期純利益

● １株当たり当期純利益 ● 総資産・純資産 （円）● １株当たり純資産（円） （百万円）
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❸ 設備投資等及び資金調達の状況
当連結会計年度の設備投資は総額21億17百万円であり、その主なものは新製品関係金型8

億80百万円、機械及び装置5億27百万円であります。
また、取引金融機関より長期借入金として30億円の資金調達を行いました。
❹ 対処すべき課題
今後の経済状況は、円安状況の長期化、中東情勢の悪化によりエネルギー価格や原材料価格

の更なる高騰、米国の通商政策の変動や中国経済の停滞等、諸コスト上昇の一方で、消費者の
節約志向は継続しており、経営環境は厳しくなるものと思われます。このような状況下、以下
のとおり対処すべき課題を認識し、諸施策を速やかに実行することにより、持続的な成長と企
業価値の向上に努めてまいります。
(1) 新製品開発の強化
当グループでは、企画開発部門を継続的な成長のための最重要部門と認識し、人員の拡

充や社内教育等により、当該部門の個々の能力向上及び組織力の強化に注力してまいりま
した。
コスト環境の厳しくなっている状況下においても、生成ＡＩ等を活用することにより、

アイデア創出から開発・リリースに至る工程を最適化し、リソースを最小限に抑えつつ価
値を最大化できる体制を構築してまいります。
また、祖業である日用品事業を守りつつ、成長分野であるキャラクター関連市場やイン

ターネット等を連携したコンテンツサービス市場向けに開発資源を重点的に投下し、継続
成長の核となる製品群の開発やサービスの提供に努めてまいります。
(2) 営業体制
当グループでは、新規事業への参入等による取扱品目の多様化や取引先からの要望に迅

速に対応するため、商品カテゴリーの枠にとらわれない柔軟な営業体制を構築してまいり
ました。
今後は、顧客のニーズを理解し、企画・開発部門との連携を厚くすることにより、その

期待を超える製品を開発・提案し、顧客との長期的な関係を築き、企業の成長を持続的に
支えるための強固な体制を構築してまいります。加えて、組織体制を細分化させることに
より、顧客先毎のサービス提供や対応力を向上させ、顧客との信頼関係を厚くしてまいり
ます。
また、ＴＶＣＭ等の広告宣伝や新製品発表会等の販促活動を通じて、新製品や成長の核

となる製品群の市場における認知度を向上させることにより、業容の拡大を図ってまいり
ます。
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(3) 生産体制
当グループでは、自社グループ工場及び協力工場が協調して生産性や品質の向上に努め

るとともに、徹底した防災対策の構築を大前提に、コスト及び環境に配慮した効率的な生
産体制の強化に取り組んでまいりました。
経営環境が厳しさを増す中、生産工程におけるコスト削減と品質向上の両立は必須とな

っております。自社グループ工場及び協力工場の品質確認指導、生産工程確認及び受入検
査等を徹底することにより、不良品発生を削減しコスト改善を図るとともに、徹底的に不
良品の流通を防止してまいります。
また、消費者ニーズの多様化や市場の変化に伴い、コスト削減と多品種少量生産の両立

も併せて求められております。デジタル技術等を活用した生産工程の標準化により徹底的
にムダを排除し、過剰在庫や在庫ロスを最小限にするとともに、市場の動向や受注状況に
応じた需要変動にも対応できる生産体制を構築してまいります。
(4) 物流体制
当グループでは、ベンダー能力を有するメーカーとして、物流体制の強化に努めてまい

りました。
業容拡大に伴い取扱量の増大している状況下において、物流拠点の増設やデジタル技術

等の活用により輸配送、保管、ピッキングといった一連の流れを最適化し、コスト削減や
リードタイムの短縮等を図り、更なる効率化に努めてまいります。
また、人手不足の状況下において、ピッキング業務の効率化は大きな課題であり、省人

化のための設備・ツール等を積極的に導入し、この状況に対応するとともに、コスト削減
や現場労働者の労働環境の改善に努めてまいります。
(5) コーポレート・ガバナンスの推進
企業の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のためには、コーポレート・ガバナ

ンスの強化は必要不可欠であると認識しております。経営の効率性及びリスク管理能力
を高め、全てのステークホルダーからの信頼に応えられる透明性と健全性そして遵法性
を確保することを目的に、コーポレート・ガバナンス体制の強化に取り組んでまいりま
す。
(6) SDGsへの取組み
当グループでは、持続可能な社会の実現に向けた取組みとして、研究開発や製品企画段

階から環境への負荷を低減することを意識した製品開発を行っております。
また、公平な評価・処遇制度の充実や健康経営を通じて従業員にとって働きやすい職場

環境の整備に取り組んでまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも格別のご支援を賜りますようお願い申し上げます。
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❺ 重要な親会社及び子会社の状況
(1) 親会社との関係
該当事項はありません。

(2) 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 出 資 比 率
(間接保有含む) 主要な事業内容

上 海 駿 河 日 用 品 有 限 公 司 21,940千米ドル 100.0％ 日 用 品 の 製 造 及 び 販 売
バ ル サ ン ㈱ 180百万円 100.0％ 殺 虫 剤 等 の 製 造
プ ラ マ イ ゼ ロ ㈱ 100百万円 100.0％ 日用家電・雑貨の製造及び販売
(注)１ 当社の連結子会社は19社であります。
２ 上記3社は、会社の資本金、総資産、売上高及び当社の出資比率を参考に選択しております。

(3) 当事業年度末日における特定完全子会社の状況
該当事項はありません。
❻ 主要な事業内容
当グループは、家庭用品、ギフト用品、企業向け販促品等の企画開発・製造・販売を行って

おります。

❼ 従業員の状況
従 業 員 数 前連結会計年度末比増減(△は減)

956名 32名
(注) 従業員数は就業人員数であります。
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❽ 主要な借入先
借 入 先 借 入 残 高

百万円
㈱ み ず ほ 銀 行 8,850
㈱ 静 岡 銀 行 7,300
㈱ 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 6,500
㈱ 三 井 住 友 銀 行 6,500
静 岡 県 信 用 農 業 協 同 組 合 連 合 会 5,000
㈱ Ｓ Ｂ Ｉ 新 生 銀 行 3,000
㈱ り そ な 銀 行 2,000
㈱ 百 十 四 銀 行 2,000
㈱ 京 都 銀 行 1,750
日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 1,000

(注) 2026年３月末日現在の借入残高が、10億円以上の金融機関を記載しております。

❾ 剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め(会社法第459条第１項)
があるときの権限の行使に関する方針
当社では、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題と位置付けており、業容拡大に必

要な設備投資並びに新規事業開拓のための内部留保の充実を勘案したうえで、業績に裏付けら
れた適正な利益配分を継続することを基本方針としております。配当につきましては、連結配
当性向30％を目処として剰余金の配当を行う方針であります。
当事業年度末配当金につきましては、この方針に基づき１株当たり17円とすることを2026

年５月15日開催の取締役会で決定いたしました。
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２. 会社の株式に関する事項

❶ 発行可能株式総数 115,565,360株
❷ 発行済株式総数 38,165,340株 (自己株式4,558,192株を含む。)
❸ 単元株式数 100株
❹ 株主数 35,411名
❺ 大株主の状況

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 3,508千株 10.44％
株 式 会 社 エ ス エ ヌ 興 産 3,280千株 9.76％
青 木 光 男 2,405千株 7.15％
永 守 貴 樹 2,000千株 5.95％
福 山 通 運 株 式 会 社 1,896千株 5.64％
株 式 会 社 中 西 製 作 所 1,269千株 3.77％
高 林 滋 1,200千株 3.57％
青 木 勇 920千株 2.73％
株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 ( 信 託 Ｅ 口 ) 861千株 2.56％
株 式 会 社 静 岡 銀 行 800千株 2.38％
(注)１ 持株数は千株未満を切り捨てて表示しております。
２ 当社は、自己株式を4,558,192株保有しておりますが、上記大株主から除外しております。また、持株
比率は自己株式を控除して計算しております。なお、自己株式には、株式給付信託の導入に伴い、信託
財産として株式会社日本カストディ銀行(信託Ｅ口)が保有する当社株式861千株を含めておりません。

３ 2026年３月18日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、ＳＢＩアセットマネジメン
ト㈱及び㈱ＳＢＩ証券が2026年３月13日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているもの
の、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況
には含めておりません。なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 住所 持株数 持株比率
ＳＢＩアセットマネジメント㈱ 東京都港区六本木一丁目６番１号 1,650,000株 4.32％
㈱ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 263,772株 0.69％
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❻ 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりです。
・取締役、その他の役員に交付した株式の区分別合計

区 分 株式数 交付対象者数
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 150,000株 ６名
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。) ― ―
監査等委員である取締役 ― ―
(注) 当事業年度において譲渡制限付株式報酬として執行役員２名に8,000株を交付しております。

３. 会社役員に関する事項
❶ 取締役の氏名等
氏 名 地 位 及 び 担 当 重 要 な 兼 職 の 状 況

青 木 光 男
代 表 取 締 役 会 長
最高経営責任者 ( Ｃ Ｅ Ｏ )
兼 代 表 取 締 役 社 長
最高執行責任者 ( Ｃ Ｏ Ｏ )

上 海 駿 河 日 用 品 有 限 公 司 董 事 長
バ ル サ ン ㈱ 代 表 取 締 役 社 長
プ ラ マ イ ゼ ロ ㈱ 代 表 取 締 役 相 談 役
レックライセンス㈱代表取締役社長
福 山 通 運 ㈱ 社 外 取 締 役

青 木 勇 取 締 役
副社長執行役員営業本部統括

貝方士 利 浩
取 締 役
専 務 執 行 役 員
兼 管 理 本 部 長

小 澤 一 壽
取 締 役
専務執行役員企画開発統括
兼 業 務 監 査 責 任 者

増 田 英 生
取 締 役
常務執行役員最高財務責任者(ＣＦＯ)
兼 管 理 本 部 副 本 部 長

プ ラ マ イ ゼ ロ ㈱ 代 表 取 締 役 会 長

久 米 裕 康 取 締 役
北 村 秀 一 取締役 ( 常 勤 監 査等委員 )
永 野 紀 吉 取 締 役 ( 監 査 等 委 員 ) ㈱ Ｓ Ｂ Ｉ 証 券 社 外 取 締 役
坂 口 隆 夫 取 締 役 ( 監 査 等 委 員 )
瀬 口 宇 晴 取 締 役 ( 監 査 等 委 員 )

野 末 寿 一 取 締 役 ( 監 査 等 委 員 )
㈱ 赤 阪 鐵 工 所 社 外 取 締 役
相 川 鉄 工 ㈱ 社 外 取 締 役
静 岡 鉄 道 ㈱ 社 外 監 査 役

逸 見 佳 代 取 締 役 ( 監 査 等 委 員 )
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(注)１ 取締役久米裕康、永野紀吉、坂口隆夫、瀬口宇晴、野末寿一及び逸見佳代は、社外取締役であります。
２ 取締役久米裕康、永野紀吉、坂口隆夫、瀬口宇晴、野末寿一及び逸見佳代を、㈱東京証券取引所の上場
規程に定める独立役員として届け出ております。

３ 監査等委員会の監査・監督機能を強化し、会計監査人及び内部監査室等との連携により臨機応変かつ高
度な情報収集を可能とすべく、北村秀一を常勤の監査等委員に選任しております。

❷ 責任限定契約の内容の概要
当社は定款において、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)は、会社法第427条第

１項の規定に基づき、同法第423条第１項の責任について、善意かつ重過失がないときは一定
の限度を設ける契約を締結することができる旨を定めております。これに基づき、各社外取締
役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で当該責任を限定する契約を締結しておりま
す。
当該契約に基づく取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)の損害賠償責任の限度額

は、金1百万円または会社法第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い額として
おります。

❸ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で

締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の取締役であり、被保険者は保険料
を負担しておりません。当該保険契約により保険期間中に被保険者に対して提起された損害賠
償請求にかかる訴訟費用及び損害賠償金等が填補されることとなります。
ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、当該被保険者が法

令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害の場合には填補の対象と
ならないなど、一定の免責事由があります。
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❹ 取締役の報酬等
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を取締役会の決議により以下のとお

り定めております。
(1) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、1.基本報酬 2.短期業績連動報酬 3.

株式報酬で構成されております。当グループの中長期的な成長及び企業価値の持続的な向上
を目指すためのインセンティブとして機能し、会社経営を通じた各職責を踏まえた適正な水
準とすることを基本方針としております。
基本報酬である月額報酬については、役職毎の役員報酬の額またはその算定方法の決定に

関する方針を定めていないものの、取締役及び執行役員としての職位、職責等に応じて各人
毎に金額を決定します。
短期業績連動報酬である賞与については、毎期の実績と担当職務の執行状況等を勘案し決

定しております。賞与の決定に当たっては、各事業年度の財務諸表の作成過程において、業
績が概ね確定した段階で、その業績に基づき金額を決定しております。
非金銭報酬である株式報酬は、中長期的な企業価値向上に向けた取組や株主の皆様との一

層の価値共有を促進することを目的とし、2020年６月26日開催の定時株主総会の承認に基
づき、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。譲渡制限付株式は、原則として毎年、
当社と付与対象者との間で譲渡制限契約(譲渡制限付株式割当契約)を締結したうえで、取締
役としての職位、職責等に応じて決定された数の当社普通株式を交付します。株式価値の共
有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は、株式交付日から取締役の地位から退
任または退職する日までの期間としております。
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なお、報酬等の種類毎の取締役個人別の構成割合の決定に関する方針につきましては、具
体的な比率は定めないものの、役位・職責、業績及び目標達成度等を総合的に勘案して設定
することとしております。
監査等委員である取締役の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から固定

報酬のみで構成されております。
(2) 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬の額は、2018年６月28日開催の第

36回定時株主総会において年額2,000百万円以内と決議されております(使用人兼務取締役の
使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を
除く。)の員数は10名であります。また、当該金銭報酬とは別枠で、2020年６月26日開催
の第38回定時株主総会において、株式報酬の額を年額300百万円以内、株式数の上限を年
150,000株以内(監査等委員である取締役及び社外取締役は付与対象外。)と決議しておりま
す。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は8名で
す。
監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2015年６月26日開催の第33回定時株主総会

において年額100百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員
である取締役の員数は５名です。
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(3) 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当事業年度においては、2025年５月15日開催の指名・報酬諮問委員会において代表取締

役会長青木光男に取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしてい
ます。
その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞

与の評価配分であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締
役の担当事業の評価を行うには代表取締役会長が最も適しているからであります。
指名・報酬諮問委員会は、当該権限が代表取締役会長によって適切に行使されるよう、代

表取締役会長より提出された報酬一覧を原案として諮問及び決議を行っているため、取締役
会は、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。

(4) 取締役の報酬等の額

役員区分 報酬等の総額
(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円) 対象となる役員
の員数(人)基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取締役(監査等委員を除く) 452 285 ― 166 7
(うち社外取締役) (5) (5) (―) (―) (１)
取締役(監査等委員) 50 50 ― ― ７
(うち社外取締役) (36) (36) (―) (―) (６)

計 503 336 ― 166 14
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❺ 社外役員に関する事項
(1) 重要な兼職先である他の法人等と当社との関係
社外取締役(監査等委員)永野紀吉は、㈱ＳＢＩ証券の社外取締役を兼務しておりますが、当

社と同社との間には特別な関係はありません。
社外取締役(監査等委員)野末寿一は、㈱赤阪鐵工所の社外取締役、相川鉄工㈱の社外取締役

及び静岡鉄道㈱の社外監査役を兼務しておりますが、当社と各社との間には特別な関係はあ
りません。

(2) 社外役員の主な活動状況及び果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要
区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

取 締 役 久 米 裕 康
2025年６月26日就任以降開催の取締役会10回全てに出
席し、主に経営管理の観点から議案・審議等につき必要
な発言を適宜行っております。

取締役(監査等委員) 永 野 紀 吉
当事業年度開催の取締役会12回全てに出席し、また、監
査等委員会７回全てに出席し、主に経営管理の観点から
議案・審議等につき必要な発言を適宜行っております。

取締役(監査等委員) 坂 口 隆 夫
当事業年度開催の取締役会12回全てに出席し、また、監
査等委員会７回のうち６回に出席し、リスク対応管理者
としての専門的見地から議案・審議等につき必要な発言
を適宜行っております。

取締役(監査等委員) 瀬 口 宇 晴
当事業年度開催の取締役会12回のうち９回に出席し、ま
た、監査等委員会７回のうち５回に出席し、デザイナー
としての専門的見地から議案・審議等につき必要な発言
を適宜行っております。

取締役(監査等委員) 野 末 寿 一
当事業年度開催の取締役会12回全てに出席し、また、監
査等委員会７回全てに出席し、弁護士としての専門的見
地から議案・審議等につき必要な発言を適宜行っており
ます。

取締役(監査等委員) 逸 見 佳 代
当事業年度開催の取締役会12回全てに出席し、また、監
査等委員会７回全てに出席し、弁護士としての専門的見
地から議案・審議等につき必要な発言を適宜行っており
ます。

(3) 社外役員の報酬等の総額

役員区分 報酬等の総額
(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円) 対象となる役
員の員数(人)

当社の子会社からの
役員報酬等基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

社外役員 41 41 ― ― ７ ―
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４. 会計監査人に関する事項
❶ 会計監査人の名称
太陽有限責任監査法人

❷ 責任限定契約に関する事項
当社と会計監査人太陽有限責任監査法人は、会社法第427条第１項の定めに基づき責任限定

契約を締結しております。その契約内容の概要は次のとおりであります。
会計監査人は、本契約締結後、会社法第423条第１項の責任について、その職務を行うにつ

き故意または重大な過失があった場合を除き、5百万円または会社法第425条第１項に定める
最低責任限度額のいずれか高い額を限度として損害賠償責任を負担するものとする。

❸ 会計監査人の報酬等の額
(1) 当事業年度に係る報酬等の額 36百万円
(2) 当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益

の合計額(上記(1)を含む) 36百万円

(注)１ 監査等委員会は、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況
を確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について同意しております。

２ 当社と会計監査人との間の監査契約において、「会社法」に基づく監査報酬と「金融商品取引法」に基
づく監査報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できませんので、上記金額にはそれらの合計額を
記載しております。

３ 当社の海外子会社については、当社の会計監査人以外の公認会計士の監査を受けております。

❹ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査等委員会は、会社法第340条に定める監査等委員会による会計監査人の解任のほか、会

計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合、その他必要と判断される場合
には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたしま
す。

(注) 本事業報告中の記載金額は表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連結貸借対照表（2026年３月31日現在） (単位：百万円)
科 目 金 額 科 目 金 額

(資 産 の 部) (負 債 の 部)
流 動 資 産 59,136 流 動 負 債 14,397
現 金 及 び 預 金 34,697 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 2,547
受 取 手 形 及 び 売 掛 金 10,484 短 期 借 入 金 1,000
商 品 及 び 製 品 10,016 １年内返済予定の長期借入金 6,150
仕 掛 品 666 リ ー ス 債 務 133
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 2,265 未 払 法 人 税 等 744
そ の 他 1,113 製 品 保 証 引 当 金 3
貸 倒 引 当 金 △107 賞 与 引 当 金 431

固 定 資 産 34,669 災 害 損 失 引 当 金 35
有 形 固 定 資 産 19,998 そ の 他 3,351
建 物 及 び 構 築 物 7,044 固 定 負 債 40,602
機 械 装 置 及 び 運 搬 具 3,967 長 期 借 入 金 37,750
土 地 5,978 リ ー ス 債 務 1,450
リ ー ス 資 産 1,350 株 式 給 付 引 当 金 251
建 設 仮 勘 定 886 退 職 給 付 に 係 る 負 債 97
そ の 他 772 資 産 除 去 債 務 24
無 形 固 定 資 産 2,222 繰 延 税 金 負 債 708
の れ ん 1,025 そ の 他 319
そ の 他 1,196 負 債 合 計 54,999
投 資 そ の 他 の 資 産 12,447 (純 資 産 の 部)
投 資 有 価 証 券 10,761 株 主 資 本 32,649
繰 延 税 金 資 産 220 資 本 金 5,491
退 職 給 付 に 係 る 資 産 146 資 本 剰 余 金 7,332
そ の 他 1,319 利 益 剰 余 金 24,960
貸 倒 引 当 金 △0 自 己 株 式 △5,134

その他の包括利益累計額 4,893
その他有価証券評価差額金 3,850
為 替 換 算 調 整 勘 定 898
退職給付に係る調整累計額 144
新 株 予 約 権 142
非 支 配 株 主 持 分 1,120
純 資 産 合 計 38,805

資 産 合 計 93,805 負 債 純 資 産 合 計 93,805
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連結損益計算書（自 2025年４月１日 至 2026年３月31日） (単位：百万円)

科 目 金 額
売 上 高 68,294
売 上 原 価 47,605
売 上 総 利 益 20,688
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 16,551
営 業 利 益 4,136
営 業 外 収 益
受 取 利 息 133
受 取 配 当 金 202
為 替 差 益 92
業 務 受 託 料 59
助 成 金 収 入 23
そ の 他 146 657

営 業 外 費 用
支 払 利 息 313
持 分 法 に よ る 投 資 損 失 36
そ の 他 13 364

経 常 利 益 4,429
特 別 利 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益 355 355

特 別 損 失
固 定 資 産 売 却 損 201
減 損 損 失 4
固 定 資 産 除 却 損 93 299

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 4,486
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,016
法 人 税 等 調 整 額 456 1,472
当 期 純 利 益 3,014
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 35
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 2,978
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貸借対照表（2026年３月31日現在） (単位：百万円)

科 目 金 額 科 目 金 額
(資 産 の 部) (負 債 の 部)

流 動 資 産 54,836 流 動 負 債 13,519
現 金 及 び 預 金 30,249 買 掛 金 1,982
電 子 記 録 債 権 1,864 短 期 借 入 金 1,000
売 掛 金 8,246 １年内返済予定の長期借入金 6,150
商 品 及 び 製 品 9,095 リ ー ス 債 務 133
仕 掛 品 488 未 払 金 1,970
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 1,836 未 払 法 人 税 等 673
前 払 費 用 492 預 り 金 40
関 係 会 社 短 期 貸 付 金 650 賞 与 引 当 金 386
1年内回収予定の関係会社長期貸付金 1,300 災 害 損 失 引 当 金 35
そ の 他 613 そ の 他 1,149
貸 倒 引 当 金 △0 固 定 負 債 40,505
固 定 資 産 35,448 長 期 借 入 金 37,750
有 形 固 定 資 産 16,999 リ ー ス 債 務 1,450
建 物 6,110 退 職 給 付 引 当 金 64
構 築 物 210 株 式 給 付 引 当 金 251
機 械 及 び 装 置 3,281 資 産 除 去 債 務 2
車 両 運 搬 具 60 そ の 他 986
工 具、 器 具 及 び 備 品 635 負 債 合 計 54,024
土 地 4,823 (純 資 産 の 部)
リ ー ス 資 産 1,350 株 主 資 本 32,268
建 設 仮 勘 定 528 資 本 金 5,491
無 形 固 定 資 産 2,218 資 本 剰 余 金 7,409
の れ ん 1,025 資 本 準 備 金 6,949
ソ フ ト ウ ェ ア 245 そ の 他 資 本 剰 余 金 460
そ の 他 947 利 益 剰 余 金 24,501
投 資 そ の 他 の 資 産 16,231 利 益 準 備 金 193
投 資 有 価 証 券 10,522 そ の 他 利 益 剰 余 金 24,307
関 係 会 社 株 式 2,115 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 62
関 係 会 社 出 資 金 2,334 別 途 積 立 金 6,205
関 係 会 社 長 期 貸 付 金 941 繰 越 利 益 剰 余 金 18,039
そ の 他 1,422 自 己 株 式 △5,134
貸 倒 引 当 金 △1,105 評 価 ・ 換 算 差 額 等 3,850

その他有価証券評価差額金 3,850
新 株 予 約 権 142
純 資 産 合 計 36,260

資 産 合 計 90,285 負 債 純 資 産 合 計 90,285
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損益計算書（自 2025年４月１日 至 2026年３月31日） (単位：百万円)

科 目 金 額
売 上 高 65,326
売 上 原 価 45,429
売 上 総 利 益 19,897
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 15,072
営 業 利 益 4,824
営 業 外 収 益
受 取 利 息 122
受 取 配 当 金 202
為 替 差 益 130
業 務 受 託 料 14
助 成 金 収 入 23
そ の 他 125 619
営 業 外 費 用
支 払 利 息 315
そ の 他 0 315
経 常 利 益 5,128
特 別 利 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益 355 355
特 別 損 失
固 定 資 産 売 却 損 201
関 係 会 社 株 式 評 価 損 22
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 180
そ の 他 87 492
税 引 前 当 期 純 利 益 4,991
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 931
法 人 税 等 調 整 額 448 1,379
当 期 純 利 益 3,612
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2026年５月28日
レック株式会社
取 締 役 会 御 中

太陽有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 岩 﨑 剛
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 角 真 一

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、レック株式会社の2025年４月１日から2026年３

月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等
変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、レック株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の
状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規
定を含む。)に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任
を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに

ある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連
結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関
する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応
策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。
以 上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2026年５月28日
レック株式会社
取 締 役 会 御 中

太陽有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 岩 﨑 剛
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 角 真 一

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、レック株式会社の2025年４月１日から

2026年３月31日までの第44期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動
計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定
を含む。)に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに

ある。
計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応
策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告書

監 査 報 告 書
当監査等委員会は、2025年４月１日から2026年３月31日までの第44期事業年度の取締役の職務の執行

を監査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並

びに当該決議に基づき整備されている体制(内部統制システム)について取締役及び使用人等からその構築及
び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方
法で監査を実施いたしました。
① 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議
に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求
め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしまし
た。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応
じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及び同号ロの各取組みについて
は、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、
会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監
査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる
事項)を「監査に関する品質管理基準」(企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に
応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類(貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)及びその附属明細書並びに連結計算書類(連結貸借対照表、連結
損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表)について検討いたしました。
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２．監査の結果
(１)事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システ
ムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

④ 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針は
相当であると認めます。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号ロの各取組みは、当
該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員
の地位の維持を目的とするものではないと認めます。

(２)計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(３)連結計算書類の監査結果
会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年５月28日
レック株式会社 監査等委員会
監査等委員(常勤) 北 村 秀 一 ㊞
監査等委員 永 野 紀 吉 ㊞
監査等委員 坂 口 隆 夫 ㊞
監査等委員 瀬 口 宇 晴 ㊞
監査等委員 野 末 寿 一 ㊞
監査等委員 逸 見 佳 代 ㊞

注） 監査等委員永野紀吉、坂口隆夫、瀬口宇晴、野末寿一及び逸見佳代は、会社法第２条第15号及び第
331条第６項に定める社外取締役であります。

以 上
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議案及び参考事項

第１号議案 定款一部変更の件
(1) 提案の理由

当グループの今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第２条（目的）につきま
して、事業目的を追加するものであります。

(2) 変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分）
現 行 定 款 変 更 案

(目的)
第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

１．〜15． (条文省略)
(新設)

16． (条文省略)

(目的)
第２条 (現行どおり)

１．〜15． (現行どおり)
16．インターネットおよび携帯電話等を連携

したコンテンツサービスの提供
17． (現行どおり)
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第２号議案 監査等委員である取締役以外の取締役６名選任の件
本定時株主総会終結の時をもって監査等委員である取締役以外の取締役全員(６名)は任期

満了となりますので、監査等委員である取締役以外の取締役６名の選任をお願いするもので
あります。
監査等委員である取締役以外の取締役の候補者は次のとおりであります。

生年月日
1949年９月22日生

所有する当社株式の数
2,405,132株

１ あ お き み つ お

青木 光男 再 任

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1972年 ４月 ジェーアイシー㈱入社
1983年 ３月 当社設立 代表取締役社長
2003年 ９月 旧レック㈱代表取締役社長
2008年11月 レックインターナショナル㈱(現レックライセンス㈱)代表取締役社長(現任)
2009年 ６月 上海駿河日用品有限公司董事長(現任)
2009年 ６月 当社取締役
2009年10月 当社代表取締役社長
2013年 ６月 当社代表取締役会長最高経営責任者(ＣＥＯ)
2017年 ６月 プラマイゼロ㈱代表取締役相談役
2018年12月 バルサン㈱代表取締役社長(現任)
2024年 ６月 当社代表取締役会長最高経営責任者(ＣＥＯ)兼社長最高執行責任者

(ＣＯＯ)(現任)
2025年 ６月 福山通運㈱社外取締役(現任)
取締役候補者とした理由
経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、代表取締役会長最高経営責任者(ＣＥＯ)兼社長
最高執行責任者(ＣＯＯ)として様々な企業経営者との積極的な交流を深め、業容拡大の推進役を
担っております。また、営業・新製品開発分野をはじめ当社の様々な部門に精通し、強いリーダ
ーシップを発揮してまいりました。今後も引き続き取締役会の意思決定機能を強化することが期
待されるため、取締役候補者といたしました。
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生年月日
1954年７月８日生

所有する当社株式の数
920,000株

2 あ お き いさむ

青木 勇 再 任

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1981年11月 バニヤンインポート㈱入社
1983年 ３月 当社設立 取締役
2004年 ６月 当社常務取締役
2006年 ６月 当社専務取締役営業本部長
2013年 ６月 当社代表取締役専務執行役員営業本部長
2015年 ６月 当社専務取締役専務執行役員営業第２本部長
2019年 ３月 当社取締役副社長執行役員営業本部統括(現任)
取締役候補者とした理由
長年にわたり当社で営業部門を統括し、豊富な経験と実績を有しております。2019年３月より
取締役副社長執行役員営業本部統括として担当部門の責任者の業務を執行するとともに当社経営
陣幹部としてリーダーシップを発揮しております。今後も引き続き取締役会の意思決定機能を強
化することが期待されるため、取締役候補者といたしました。

生年月日
1960年９月20日生

所有する当社株式の数
133,000株

3 かいほうし とし ひろ

貝方士 利浩 再 任

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1985年 ４月 田淵電子工業㈱入社
2001年 ４月 田淵電機㈱入社
2005年 ６月 同社代表取締役社長
2019年 ２月 当社入社
2019年 ３月 当社専務執行役員新規事業責任者
2019年 ６月 当社専務取締役専務執行役員新規事業統括兼総務部長
2020年 ６月 当社専務取締役専務執行役員兼管理本部長
2021年 ６月 当社取締役専務執行役員兼管理本部長(現任)
取締役候補者とした理由
長年企業経営に携わり各分野において高い見識を有しているとともに、経理、電算及び経営企画
等の各部門を歴任し実務者としての実績を有しております。2021年６月より取締役専務執行役
員兼管理本部長として担当部門の責任者の業務を執行するとともに当社経営陣幹部としてリーダ
ーシップを発揮しております。今後も引き続き取締役会の意思決定機能を強化することが期待さ
れるため、取締役候補者といたしました。
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生年月日
1956年１月18日生

所有する当社株式の数
210,200株

4 お ざ わ かずとし

小澤 一壽 再 任

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1987年 ８月 ㈱駿河中央研究所(現フレンド㈱)入社
1991年 ９月 当社入社 企画部長
1994年11月 当社取締役企画部長
2006年 ６月 当社常務取締役企画本部長
2013年 ６月 当社常務取締役執行役員開発本部長
2020年 ６月 当社常務取締役常務執行役員企画開発統括兼企画開発本部長
2021年 ６月 当社取締役常務執行役員企画開発統括兼企画開発本部長
2025年 ６月 当社取締役専務執行役員企画開発統括兼業務監査責任者(現任)
取締役候補者とした理由
長年にわたり当社で研究開発部門を統括し、新製品開発分野における豊富な経験と実績を有して
おります。2025年６月より取締役専務執行役員企画開発統括兼業務監査責任者として担当部門
の責任者の業務を執行するとともに当社経営陣幹部としてリーダーシップを発揮しております。
今後も引き続き取締役会の意思決定機能を強化することが期待されるため、取締役候補者といた
しました。

生年月日
1965年３月22日生

所有する当社株式の数
73,000株

５ ま す だ ひ で お

増田 英生 再 任

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1988年 ４月 スター精密㈱入社
1997年 ４月 当社入社
2000年 １月 当社経理部長
2006年 ６月 当社取締役経理部長
2008年 ７月 当社取締役最高財務責任者兼経理部長
2013年 ６月 当社取締役執行役員最高財務責任者(ＣＦＯ)兼経理部長
2020年 ６月 プラマイゼロ㈱代表取締役会長
2021年 ４月 当社取締役執行役員最高財務責任者(ＣＦＯ)兼管理本部副本部長
2021年 ６月 当社取締役常務執行役員最高財務責任者(ＣＦＯ)兼管理本部副本部

長(現任)
取締役候補者とした理由
長年にわたり当社で経理及び財務部門に携わり、豊富な経験と実績を有しております。2021年
６月より取締役常務執行役員最高財務責任者(ＣＦＯ)兼管理本部副本部長として担当部門の責任
者の業務を執行するとともに当社経営陣幹部としてリーダーシップを発揮しております。今後も
引き続き取締役会の意思決定機能を強化することが期待されるため、取締役候補者といたしまし
た。
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生年月日
1961年10月１日生

所有する当社株式の数
3,000株

６ く め ゆうごう

久米 裕康 再 任

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1984年 ４月 ライオン㈱入社
2008年 １月 同社経営企画部長
2011年 １月 同社ヘルスケア事業本部オーラルケア事業部長
2016年 １月 同社執行役員、ヘルス＆ホームケア事業本部長
2018年 ３月 同社取締役執行役員、ヘルス＆ホームケア事業本部長
2021年 １月 同社取締役上席執行役員
2023年 １月 同社取締役兼上席執行役員
2025年 ３月 同社アドバイザー(現任)
2025年 ６月 当社社外取締役(現任)
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
長年大手生活用品メーカーに在籍し、中核となる事業の幹部として業績の向上に尽力してまいり
ました。日用品開発及び事業推進において広い見識と実績を有するとともに、企業経営において
も取締役としての長い経験を持っております。今後も引き続き社外取締役として当社発展のため
に職務を適切に遂行できるものと判断いたしました。

(注)１ 取締役候補者青木光男氏は、レックライセンス㈱の代表取締役社長を兼務し、当社は同社との間に商標
権等の使用許諾等の取引関係があります。

２ その他の取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
３ 久米裕康氏は法令に定める社外取締役候補者であります。
４ 久米裕康氏が社外取締役に就任してからの年数は本総会終結の時をもって１年であります。
５ 当社は、久米裕康氏を、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ておりま
す。同氏が再任された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。

６ 当社は、各社外取締役候補者との間で会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の賠償
責任を限定する趣旨の責任限定契約を締結しております。久米裕康氏が再任された場合、当該責任限定
契約を継続する予定であります。なお、当該責任限定契約の内容の概要は、事業報告「3.会社役員に関
する事項」に記載のとおりであります。

７ 所有する当社株式の数は、2026年３月31日現在のものであります。
８ 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになるその職務
の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある
損害を当該保険契約により塡補することとしております。全ての取締役候補者は、当該保険契約の被保
険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

９ 連結子会社であったレック㈱(表中、旧レック㈱という。)は2009年10月１日付で当社に吸収合併され
ました。
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第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
本定時株主総会終結の時をもって監査等委員である取締役のうち２名は任期満了となりま

す。つきましては、監査等委員である取締役３名の選任をお願いするものであります。な
お、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。

生年月日
1940年11月29日生

所有する当社株式の数
―

１ な が の き よ し

永野 紀吉 再 任

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1996年 ２月 日興証券㈱(現ＳＭＢＣ日興証券㈱)常務取締役
2004年12月 ㈱ジャスダック証券取引所(現㈱東京証券取引所)代表取締役会長兼

社長
2005年 ６月 同最高顧問
2012年 ６月 当社監査役
2015年 ６月 当社社外取締役(監査等委員)
2017年 ６月 ㈱ＳＢＩ証券社外取締役(現任)
2024年 ６月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

長年にわたり証券市場を中心として企業経営に携わってこられた経歴で培われた豊富な知見等を、当
社の社外取締役としての業務に活かし適切に遂行していただけるものと判断いたしました。
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生年月日
1962年10月30日生

所有する当社株式の数
500株

２ こばやし いんてつ

小林 寅喆 新 任

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1996年 ２月 保健学博士取得
2001年 ４月 文部科学省専門調査員（ライフサイエンス）
2002年 １月 株式会社 三菱化学ビーシーエル 感染症研究部長同最高顧問
2008年 １月 東邦大学医学部看護学科 感染制御学 准教授
2009年 ４月 東邦大学医学部看護学科 感染制御学 教授
2009年 ６月 日本歯科医師会 新型インフルエンザ対策ワーキングチーム 委員
2011年 ４月 東邦大学看護学部 感染制御学 教授(現任)
2013年 ４月 東邦大学大学院看護学研究科 感染制御学 教授(現任)
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

長年にわたり東邦大学において感染制御学の教鞭を執られています。感染症の拡大時において、具体
的な感染防止の助言を行うなど、国民の健康管理や安全衛生について多大な貢献をされています。そ
の豊富な知識・経験を活かし、社外取締役として、衛生用品等の開発、品質管理の強化に寄与いただ
けると判断し、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。同氏は、過去に会社の経営に関
与した経験はないものの、大手企業で部長職を務めた経験も有しておられます。以上の理由により、
監査等委員である社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しました。
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生年月日
1978年５月３日生

所有する当社株式の数
―

３ へ ん み か よ

逸見 佳代 再 任

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
2002年10月 検事任官
2012年 ４月 東京法務局訴務部部付検事
2016年 ４月 東京地方検察庁検事
2016年12月 検事退官
2016年12月 弁護士法人大江橋法律事務所入所(現任)
2018年 ５月 東京弁護士会公益通報者保護特別委員会(現任)
2024年 ６月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)
2025年 ４月 慶應義塾大学大学院法務研究科教授(現任)
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

検事及び弁護士を歴任し、法律に関し専門的な知識・経験等を有しておられます。その知識・経験を
活かし、社外取締役として、当社経営の監督機能やコーポレートガバナンスの強化に寄与いただける
と判断し、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。同氏は、社外役員となること以外の
方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、以上の理由により、監査等委員である社外取締役
として職務を適切に遂行できるものと判断しました。

（注）１ 各監査等委員である取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２ 永野紀吉氏、小林寅喆氏及び逸見佳代氏は法令に定める社外取締役候補者であります。
３ 永野紀吉氏は当社の社外取締役であったことがあります。
４ 永野紀吉氏及び逸見佳代氏が社外取締役及び監査等委員である取締役に就任してからの年数は本総会
終結の時をもって２年であります。

５ 当社は、永野紀吉氏及び逸見佳代氏を、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所
に届け出ております。両氏が再任された場合は、当社は引き続き両氏を独立役員とする予定でありま
す。また、小林寅喆氏が選任された場合は、当社は㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として
同取引所に届け出る予定であります。

６ 当社は、各社外取締役候補者との間で会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の賠
償責任を限定する趣旨の責任限定契約を締結しております。永野紀吉氏及び逸見佳代氏が再任された
場合、当該責任限定契約を継続する予定であります。また、小林寅喆氏が選任された場合、当該責任
限定契約を締結する予定であります。なお、当該責任限定契約の内容の概要は、事業報告「3.会社役
員に関する事項」に記載のとおりであります。

７ 所有する当社株式の数は、2026年３月31日現在のものであります。
８ 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになるその職
務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることの
ある損害を当該保険契約により塡補することとしております。全ての取締役候補者は、当該保険契約
の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しておりま
す。
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ご参考 取締役のスキルマトリクス
本株主総会における第２号議案及び第３号議案をご承認いただけた場合の取締役のスキルマト

リクスは以下のとおりです。

氏 名 地 位 及 び 担 当 経営・
事業戦略

営業・マー
ケティング

生産・
品質管理 商品開発 財務・会計

法務・ガバ
ナンス・
リスクマネ
ジメント

青 木 光 男
代表取締役会長兼社長
最高経営責任者(ＣＥＯ)
兼最高執行責任者(ＣＯＯ)

○ ○ ○ ○ ○ ○

青 木 勇 取 締 役
副社長執行役員営業本部統括 ○ ○ ○

貝方士 利 浩
取 締 役
専 務 執 行 役 員
兼 管 理 本 部 長

○ ○ ○ ○

小 澤 一 壽
取 締 役
専 務 執 行 役 員
企画開発統括兼業務監査責任者

○ ○ ○ ○

増 田 英 生
取 締 役
常務執行役員最高財務責任者(ＣＦＯ)
兼管理本部副本部長

○ ○ ○

久 米 裕 康 社 外 取 締 役 ○ ○ ○ ○ ○

北 村 秀 一 取締役(常勤監査等委員) ○ ○ ○

永 野 紀 吉 社外取締役(監査等委員) ○ ○

坂 口 隆 夫 社外取締役(監査等委員) ○

瀬 口 宇 晴 社外取締役(監査等委員) ○ ○

野 末 寿 一 社外取締役(監査等委員) ○

小 林 寅 喆 社外取締役(監査等委員) ○ ○

逸 見 佳 代 社外取締役(監査等委員) ○
以 上
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※駐車場のご用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮ください。

（本総会に関するお問い合わせ先）03-3527-2150（会社代表）

株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォントを
採用しています。

「有楽町駅」山手線・ 京浜東北線　日比谷口から徒歩５分
「新 橋 駅」山手線・ 京浜東北線・東海道線・ 横須賀線　日比谷口から徒歩７分
「日比谷駅」 東京メトロ日比谷線・ 千代田線、 都営地下鉄三田線　A13出口から徒歩３分
「内幸町駅」 都営地下鉄三田線　みずほ銀行東京営業部方面出口から徒歩３分
「銀 座 駅」 東京メトロ銀座線・ 丸ノ内線・ 日比谷線　C1出口から徒歩５分
「新 橋 駅」 東京メトロ銀座線　7出口から徒歩９分、 都営地下鉄浅草線A2出口から徒歩12分




